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～ すみだすまい安心ネットワーク ～ 

入居者死亡事故保険補助のご案内 
 

 すみだすまい安心ネットワーク事業では、高齢者・障害者・ひとり親・子育て世帯等の住宅確保要配慮

者のみを入居対象とした「すみだセーフティネット住宅」及び住宅確保要配慮者の入居を拒まない「登録

住宅」の入居者の死亡事故に係る少額短期保険の保険料の一部を補助する「入居者死亡事故保険補助」を

実施しています。 
 

【補助金の内容】 

 

【補助金の手続方法】 

１ 保険契約後、契約者の方は次の書類を区に提出してください。 

 ① 入居者死亡事故保険補助金交付申請書 ② 入居者死亡事故保険補助金請求書 

 ③ 加入した保険の契約書類の写し    ④ 口座振替依頼書(区に初めて口座を登録するとき) 

 ※ ①、②、④の様式は事前に区からお送りします。 

２ 補助の可否及び補助額を区が審査し、補助要件を満たしていれば交付決定となります。その際は契約

者の方に交付決定通知書をお送りし、その後、指定の口座へ振り込みます。 

※ 補助期間中に補助金の交付を受けるためには、毎年度交付申請を行う必要があります。 

 ＜注 意＞ 住宅の登録取消等で補助金が交付対象外となった場合、過払いが発生した分は区に返還していた

だくことになります。 

 

 

 

補 助 額 最大６千円 

補 助 期 間 住宅の登録日から最長２０年間 

補助対象者 すみだセーフティネット住宅又は登録住宅の入居者の死亡事故保険の契約をした方 

補 助 対 象 

となる保険 

死亡事故が原因で発生した残存家財の整理費用、居室内修繕及び空き家になってしまった際

の家賃減収費用のいずれかを補償内容として含んでいる少額短期保険 

補
助
要
件
（全
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
） 

入
居
者 

１ 原則６０歳以上の単身高齢者であること。 

２ 年間所得が 1,896,000 円以下であること。 

３ 区内に引き続き１年以上居住していること。 

  更に外国人の場合は継続して在留資格を有していること。 

４ 常時介護を要しない程度（障害により常時介護が必要な者で、その状況に応じた介護を

受けられる場合は可）に自立した生活が可能であること。 

５ 生活保護制度や生活困窮者自立支援制度等で公的な家賃の助成を受けていないこと。 

６ 暴力団員でないこと。 

賃
貸
人 

１ 補助対象の住宅には、区が公募により決定した住宅確保要配慮者を入居させること。 

２ 入居者から３か月分を超える額の敷金を徴収しないこと。 

【お問い合わせ先】 

  墨田区 都市計画部 住宅課 居住支援担当 

   〒130-8640 墨田区吾妻橋 1-23-20 

   電話：03-5608-6214（直通） 

   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：juutaku@city.sumida.lg.jp 

mailto:juutaku@city.sumida.lg.jp

